
課題Ⅰ 給水車の大量不足への対策 

分類１ 水道事業体の給水車活用  
 

〔提案２〕南海トラフ巨大地震発生時の給水車不足台数を試算し、 

給水車の過剰要請の抑制などの対策につなげる 

 
１ 対策の概要 
（１）保有台数の調査 

 日本水道協会の各地方支部ごとに毎年度水道

事業体が保有する発災時に稼働可能な給水車保

有台数を加圧・非加圧別に調査し、最新の全国の

給水車の保有状況を把握する。 
 
（２）給水車による応急給水箇所の整理 

 南海トラフ巨大地震による被害が発生するこ

とが想定される地域において、発災初期の給水車

による応急給水は、原則、津波による浸水が想定

される地域を除くとともに、人命に関わる施設

（病院・人工透析施設等）を優先する。（提案１参

照） 
 
（３）要請台数試算方法の共有化 

① 過去の災害応援における応急給水実績から

給水車１台あたりの給水量を試算する。 
② 給水車による応急給水の対象とする人命に関わる施設（病院・人工透析施設等）につい

て、被害想定に基づく給水量を試算する。 
①と②から必要最低限の要請台数を次頁の計算式〔給水車要請台数の試算方法例〕 

で試算する。 
 
（４）保有台数と要請台数の突合 

 全国の給水車保有台数と要請台数の整理後、応急給水先について再整理を行う。給水車が

不足する場合は、人命に関わる施設（病院・人工透析施設等）の中での優先順位の再設定を

検討する。給水車に余剰が発生する場合は、次に優先すべき応急給水先の検討を行う。 
 

（５）給水車保有台数・要請台数の共有 

給水車の保有台数・要請台数は、毎年度、日本水道協会各地方支部等で取りまとめ、情報

を更新することが有効である。 
 
２ 対策の効果 

 南海トラフ巨大地震発生時の給水車不足台数を試算することで、被災水道事業体における

応急給水箇所の検討や発生時の給水車過剰要請の抑制などの対策の推進につなげる。 
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〔給水車要請台数の試算方法例〕 

１ 過去の災害応援における応急給水実績から、給水車１台あたりの１日の給水量を算出 

応急給水の対象となる各施設の①給水車への注水時間、②給水車の給水基地から応急給

水の対象とする施設までの移動時間、③応急給水の作業時間、及び、④応急給水の対象と

する施設から給水車の給水基地までの移動時間を想定し、①～④の平均値を算出する。次

に、⑤過去の災害応援時の１日あたりの作業時間から、応急給水の対象施設への１日あた

りの給水回数を算出する。その後、給水車容量と給水回数から給水車１台あたりの１日の

給水可能量を算出する。 
〈試算式〉 

⑤

①＋②＋③＋④
× 給水車容量（2㎥）= × 2 = 20.571 …≒20㎥/日･台 … Ａ 

①給水車への注水時間の平均値      ：15 分 
②給水車の給水基地から応急給水の対象とする施設までの移動時間の平均値：20 分 
③応急給水の作業時間の平均値      ：15 分 
④応急給水の対象とする施設から給水車の給水基地までの移動時間の平均値：20 分 
⑤１日あたりの作業時間       ：720 分 

 ※ ①～④は応急給水の対象となる各施設の平均値 
 
２ 人命に関わる施設（病院・人工透析施設等）について、被害想定に基づく給水量を試算 

⑥応急給水の対象施設における通常時の１日あたりの使用水量の合計値に、⑦被害想定

に基づく断水率を乗じ、発災時の応急給水の必要給水量を算出する。 
〈試算式〉 
⑥ × ⑦ = 1,920 × 0.3 = 576㎥/日 … Ｂ 
⑥応急給水の対象施設の通常時の１日あたりの使用水量の合計値 ：1,920㎥/日 
⑦被害想定に基づく断水率      ：30％ 

 
３ 給水車要請台数の試算 

以上の結果から、給水車要請台数を試算する。給水車を保有している事業体は、その分

を要請台数の試算結果から控除する。 
〈試算式〉 

Ｂ

Ａ
= = 28.8≒29 台 

※ 給水車を保有している水道事業体は、その分を給水車要請台数から控除する。 
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全国水道事業体の給水車保有台数

各地方支部長都市へ調査依頼（令和４年２月２５日〆）

支　部　名
支部別
保有台数

※支部別
応援可能台数

北海道 77 22

東　北 127 41

関　東 294 26

中　部 267 86

関　西 262 85

中国四国 123 39

九　州 124 78

合　　計 1,274 378
※応援可能台数は、保有台数に0.3を乗じる。（事業体の状況により応援
が困難な場合があり、東日本大震災時の最大350台（(1265-171)/350≒
0.32を基に想定)記載のあった支部については、その数値を記載。



 

 

 

令和５年度「大都市水道局大規模災害対策検討会」開催都市（会場） 

と日程について 

 

１ 高知市上下水道局（高知県高知市桟橋通三丁目 31番 11 号） 

［日程］ 

    令和５年５月下旬で調整中 
   第２回検討会で日付については正式決定予定 

 

［開催理由］ 

高知県は、南海トラフ巨大地震において重点受援県と国が定めており、地震発生時には、

大規模な被災が想定されている。地震発生時には、多くの救援部隊が必要と想定されるが、

本州から遠方であることから交通に支障が出た場合には、救援体制の構築に時間を要するこ

となど、南海トラフ巨大地震対策等における四国への救援対策は重要課題と鑑みる。 
このため高知市上下水道局を開催地とすることで、被災想定や対策を現地で調査し、南海

トラフ巨大地震発災時の救援体制や方法等の検討の推進に繋げる。 
令和２年度、令和３年度現地での開催が中止となっており、令和５年度の開催都市として

提案する。 
なお会議室については、市内施設の会議室で調整中である。 

 

 

 

２ 東京都水道局（東京都新宿区西新宿二丁目 8番 1号） 

  ［開催回数・開催日程］ 

   東京都水道局での開催回数及び開催日程は、令和４年度の検討状況等を踏まえて、令和４

年度第２回検討会にて決定する。 

 

［開催理由］ 

地理的、交通の便的にしやすい東京都を会場とし、課題検討に特化し半日程度で開催する。 

   

 

 

令和４年５月１２日 

事 務 局 

議題５ 

（案） 


































